
（案の１）

原規防収第 121227022号

平成２５年３月２９日

国立大学法人東京大学

総長 濱田 純一 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設核物質防護規定の変更の

承認について

平成２４年１２月２７日付け東大安環第２０２号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、承認します。



（案の２）

原規防収第 121227022号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻原子炉施設核物質防護規定の変更の

承認について

国立大学法人東京大学 総長 濱田 純一から申請のあった上記の件については、別添

写しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



（案の１）

原規防収第 121226011号

平成２５年３月２９日

国立大学法人京都大学

総長 松本 紘 殿

原子力規制委員会

京都大学原子炉実験所原子炉施設物質防護規定の変更の承認について

平成２４年１２月２６日付け２４京大施環安二第１４１号をもって申請のありました上

記の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年

法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、承認します。



（案の２）

原規防収第 121226011号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

京都大学原子炉実験所原子炉施設物質防護規定核物質防護規定の変更の承認

について

国立大学法人京都大学 総長 松本 紘から申請のあった上記の件については、別添写

しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121219002号

平成２５年３月２９日

学校法人近畿大学

理事長 清水 由洋 殿

原子力規制委員会

学校法人近畿大学原子力研究所原子炉施設核物質防護規定の変更の認可につ

いて

平成２４年１２月１９日付け近大原研発１９２７号をもって申請のありました上記の件

については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121219002号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

学校法人近畿大学原子力研究所原子炉施設核物質防護規定の変更の認可につ

いて

学校法人近畿大学 理事長 世耕 弘成から申請のあった上記の件については、別添写

しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121226007号

平成２５年３月２９日

独立行政法人日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所原子炉施設核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（科保）０７７をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121226007号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所原子炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第121226007号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所原子炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第 121226005号

平成２５年３月２９日

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（大安）０７７をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121226005号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226005号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226003号

平成２５年３月２９日

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（大安）０７５をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121226003号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226003号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）原子

炉施設核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第121218002号

平成２５年３月２９日

株式会社東芝

代表執行役社長 佐々木 則夫 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（原子炉施設）の変更の認可

について

平成２４年１２月１８日付け東総第２４－０５号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121218002号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（原子炉施設）の変更の認可

について

株式会社東芝 代表執行役社長 佐々木 則夫から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121218002号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（原子炉施設）の変更の認可

について

株式会社東芝 代表執行役社長 佐々木 則夫から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



（案の１）

原規防収第 121227021号

平成２５年３月２９日

国立大学法人東京大学

学長 濱田 純一 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻使用施設等核物質防護規定の変更の

承認について

平成２４年１２月２７日付け東大安環第２０１号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、承認します。



（案の２）

原規防収第 121227021号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻使用施設等核物質防護規定の変更の

承認について

国立大学法人東京大学 学長 濱田 純一から申請のあった上記の件については、別添

写しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121227020号

平成２５年３月２９日

国立大学法人東京大学

総長 濱田 純一 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻共同施設核物質防護規定の変更

の承認について

平成２４年１２月２７日付け東大安環第２００号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、承認します。



原規防収第121227020号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻共同施設核物質防護規定の変更

の承認について

国立大学法人東京大学 総長 濱田 純一から申請のあった上記の件については、別添

写しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第 121228001号

平成２５年３月２９日

国立大学法人 東京工業大学

学長 三島 良直 殿

原子力規制委員会

国立大学法人 東京工業大学 原子炉工学研究所 核物質防護規定（使用施設）

の変更の承認について

平成２４年１２月２８日付け東工大研第 4-11 号をもって申請のありました上記の件につ

いては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、承認します。



原規防収第 121228001号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

国立大学法人 東京工業大学 原子炉工学研究所 核物質防護規定（使用施設）

の変更の承認について

国立大学法人 東京工業大学 学長 三島 良直から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



（案の１）

原規防収第 121226012号

平成２５年３月２９日

国立大学法人京都大学

総長 松本 紘 殿

原子力規制委員会

京都大学原子炉実験所使用施設等物質防護規定の変更の承認について

平成２４年１２月２６日付け２４京大施環安二第１４２号をもって申請のありました上

記の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年

法律第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、承認します。



（案の２）

原規防収第 121226012号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻共同施設核物質防護規定の変更

の承認について

国立大学法人東京大学 総長 濱田 純一から申請のあった上記の件については、別添

写しのとおり承認しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121219003号

平成２５年３月２９日

学校法人近畿大学

理事長 清水 由洋 殿

原子力規制委員会

学校法人近畿大学原子力研究所核燃料物質使用施設核物質防護規定の変更の

認可について

平成２４年１２月１９日付け近大原研発１９２８号をもって申請のありました上記の件

については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121219003号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

学校法人近畿大学原子力研究所核燃料物質使用施設核物質防護規定の変更の

認可について

学校法人近畿大学 理事長 世耕 弘成から申請のあった上記の件については、別添写

しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第 121221001号

平成２５年３月２９日

公益財団法人 核物質管理センター

会長 松浦 祥次郎 殿

原子力規制委員会

公益財団法人 核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター核物質防護規定

（使用施設）の変更の認可について

平成２４年１２月２１日付け２４核管六第０６９号をもって申請のありました上記の件

については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121221001号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

公益財団法人 核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター核物質防護規定

（使用施設）の変更の認可について

公益財団法人 核物質管理センター 会長 松浦 祥次郎から申請のあった上記の件に

ついては、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡しま

す。



原規防収第 121221001号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

公益財団法人 核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター核物質防護規定

（使用施設）の変更の認可について

公益財団法人 核物質管理センター 会長 松浦 祥次郎から申請のあった上記の件に

ついては、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡しま

す。



原規防収第121116003号

平成２５年３月２９日

公益財団法人核物質管理センター

会長 松浦 祥次郎 殿

原子力規制委員会

公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター核物質防護規定の変

更の認可について

平成２４年１１月１６日付け２４核管東第２０９号をもって申請のありました上記の件

については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121116003号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター核物質防護規定の変

更の認可について

公益財団法人核物質管理センター 会長 松浦 祥次郎から申請のあった上記の件につ

いては、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121226008号

平成２５年３月２９日

独立行政法人日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（科保）０７８をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121226008号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第121226008号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究

所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第 121226009号

平成２５年３月２９日

独立行政法人日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル

工学研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（サ保）０５８をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121226009号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル

工学研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第 121226009号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル

工学研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第 121226006号

平成２５年３月２９日

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（大安）０７８をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121226006号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226006号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（南地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226004号

平成２５年３月２９日

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（大安）０７６をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121226004号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第 121226004号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃

料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第121226010号

平成２５年３月２９日

独立行政法人日本原子力研究開発機構

理事長 鈴木 篤之 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター核燃料物質使

用施設等核物質防護規定の変更の認可について

平成２４年１２月２６日付け２４原機（峠環）００５をもって申請のありました上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121226010号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター核燃料物質使

用施設等核物質防護規定の変更の認可について

独立行政法人日本原子力研究開発機構 理事長 鈴木 篤之から申請のあった上記の件

については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡し

ます。



原規防収第 121207008号

平成２５年３月２９日

独立行政法人 産業技術総合研究所

理事長 野間口 有 殿

原子力規制委員会

独立行政法人 産業技術総合研究所 つくば中央第二事業所 核物質防護規

定（使用施設）の変更の認可について

平成２４年１２月７日付け第 88200100-A-20121207-001 号をもって申請のありました上記

の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121207008号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

独立行政法人 産業技術総合研究所 つくば中央第二事業所 核物質防護規

定（使用施設）の変更の認可について

独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長 野間口 有から申請のあった上記の件に

ついては、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡しま

す。



原規防収第121204006号

平成２５年３月２９日

原子燃料工業株式会社

取締役社長 松本 晋介 殿

原子力規制委員会

原子燃料工業株式会社東海事業所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変

更の認可について

平成２４年１２月４日付け東業第１２００２号をもって申請のありました上記の件につ

いては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121204006号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

原子燃料工業株式会社東海事業所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変

更の認可について

原子燃料工業株式会社 取締役社長 松本 晋介から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121213003号

平成２５年３月２９日

原子燃料工業株式会社

取締役社長 松本 晋介 殿

原子力規制委員会

原子燃料工業株式会社熊取事業所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変

更の認可について

平成２４年１２月１３日付け熊原第１２１９０号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121213003号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

原子燃料工業株式会社熊取事業所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変

更の認可について

原子燃料工業株式会社 取締役社長 松本 晋介から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121207001号

平成２５年３月２９日

日本核燃料開発株式会社

代表取締役社長 成瀬 克彦 殿

原子力規制委員会

日本核燃料開発株式会社核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可

について

平成２４年１２月７日付けＮＦＤ発第２４１５号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121207001号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

日本核燃料開発株式会社核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更の認可

について

日本核燃料開発株式会社 代表取締役社長 成瀬 克彦から申請のあった上記の件につ

いては、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第 121129004号

平成２５年３月２９日

ニュークリア・デベロップメント株式会社

取締役社長 田村 仁 殿

原子力規制委員会

ニュークリア・デベロップメント株式会社核物質防護規定（使用施設）の変

更の認可について

平成２４年１１月２９日付けＮＤＣ管第２５１号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121129004号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

ニュークリア・デベロップメント株式会社核物質防護規定（使用施設）の変

更の認可について

ニュークリア・デベロップメント株式会社 取締役社長 田村 仁から申請のあった上

記の件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、

連絡します。



原規防収第121218001号

平成２５年３月２９日

株式会社東芝

代表執行役社長 佐々木 則夫 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可に

ついて

平成２４年１２月１８日付け東総第２４－０４号をもって申請のありました上記の件に

ついては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121218001号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可に

ついて

株式会社東芝 代表執行役社長 佐々木 則夫から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第121218001号

平成２５年３月２９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

株式会社東芝原子力技術研究所核物質防護規定（使用施設）の変更の認可に

ついて

株式会社東芝 代表執行役社長 佐々木 則夫から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。



原規防収第 121211002号

平成２５年３月２９日

東芝電子管デバイス株式会社

代表取締役社長 柳川 隆 殿

原子力規制委員会

東芝電子管デバイス株式会社防護規定（使用施設）の変更の認可について

平成２４年１２月１１日付けをもって申請のありました上記の件については、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５７条の

２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第 121211002号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東芝電子管デバイス株式会社核物質防護規定（使用施設）の変更の認可につ

いて

東芝電子管デバイス株式会社 代表取締役社長 柳川 隆からから申請のあった上記の

件については、別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡

します。



原規防収第121220001号

平成２５年３月２９日

三菱電機株式会社

執行役社長 山西 健一郎 殿

原子力規制委員会

三菱電機株式会社通信機製作所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更

の認可について

平成２４年１２月２０日付けＲ－Ｎ－Ｘ－０１１９をもって申請のありました上記の件

については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第５７条の２第１項の規定に基づき、認可します。



原規防収第121220001号

平成２５年３月２９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

三菱電機株式会社通信機製作所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更

の認可について

三菱電機株式会社 執行役社長 山西 健一郎から申請のあった上記の件については、

別添写しのとおり認可しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。


